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 性の多様性を尊重した社会づくりを推進していくために、県、市町村、県民、事業者及び民間団体がそれぞれの立場から

主体的に取り組んでいくとともに、互いに連携・協力しながら、取組を展開していくことが必要です。 

 

１ 総合的な推進体制 

（１）庁内推進体制による全庁的な推進 

 性の多様性を尊重した社会づくりの推進に向けて、県庁の関係各課が連携しながら、総合的かつ計画的に施策を推進

することができるよう、企画・調整や進行管理を行う「埼玉県人権政策推進会議」とその実務を担当する幹事会などの

機能的な運営に努めます。 

 また、本庁各課（所・室）・地域機関・教育機関等に性の多様性の尊重推進員を設置し、職員への研修などを積極的に

行います。 

 

（２）埼玉県性の多様性に関する施策推進会議の意見の反映 

 性の多様性に関する県の取組や知事が提示する議題に関して検討する同推進会議の意見を、積極的に施策に反映させ

ていきます。 

 

２ 市町村への支援と連携 

 県民に身近な市町村において、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策が推進されるよう、情報提供、助言その

他必要な支援を行います。 

 また、市町村との連携を強化しながら共に取組を進めます。 

 

第４章 計画の推進体制 
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３ 県民・事業者・民間団体との連携 

 県が主催する啓発事業への参加を働き掛けるとともに、県民や事業者などにおける自主的な取組を促進するため、啓発・

研修資料の作成・提供、講師派遣、情報提供などを行っていきます。 

 

４ 計画推進の基盤となる調査研究の実施 

 県の特性を踏まえながら施策を展開していくために、現状や意識に関する調査研究を行います。 

 

５ 計画の進行管理 

 毎年度、性の多様性に関する施策の実施状況について公表します。 
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 計画の推進体制図 
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     性の多様性の尊重推進員 

（各課所に1名） 

 

 

 

市町村 

埼玉県人権政策推進会議 

 議 長：知事 
 副議長：副知事 
 委 員：副知事、教育長、 
     警察本部長、部長等 

埼玉県人権政策推進会議 
幹事会 

 
 幹 事 長  ： 県民生活部長 
  副幹事長  ： 県民共生局長 
 幹   事  ： 各主管課長 
 
 

性の多様性の尊重委員会 
 
 委 員 長 ： 県民共生局長  
 副委員長 ： 人権・男女共同参画課長 
 委    員： 各主管課長、関係課長 

  県民・事業者・ 

民間団体 

県民 

埼玉県性の多様性

に関する 

施策推進会議 

連携 

 

次に掲げる必要な事項のうち、知事が提示する議題について検討する。 

（１）性の多様性に関する県の取組に関すること。 

（２）その他知事が必要と認める事項に関すること。 

埼玉県 


